
 

     令和４年      しおあなの森保育園       

    はる号         子育て支援 

        たんぽぽだより    

 

   

しおあなの森保育園では、色々なあそびや行事を通して 

地域の未就学児とその保護者の方の子育てを支援しています。 

どうぞ、保育園に遊びにお越しください。 

 

【園庭開放】 ９：３０～１０：４５  

          （日程や内容は右の園庭開放予定表をご覧ください。） 

＊園庭開放カードをお渡しします。参加する時には持ってきてください。 

＊身長・体重を計ることができます。 

計測のお手伝いをしますので、希望者は申し出てくださいね。 
 

 

【たんぽぽルームの利用】  
 グループで交流の場として子育てサークル（２組以上）で、 

 ご利用いただけます。 

 ＊貸し出しについての詳細や使用許可申請書は、 

  裏面〈子育てサークルでのたんぽぽ利用詳細〉をご覧ください。 

○利用可能日：保育園行事と園庭開放日を除いた平日 

○利用時間 ：１３：００～１５：００ 
 

※コロナ感染予防のため、現在は利用を中止しております。 

利用再開時には、当園ホームページにてお知らせします。 

 

 

 令和４年度前期 園庭開放予定表  

（内容は変更されることがあります） 

 

 

コロナ感染予防のため、 

各回とも前日までにお電話で予約して下さい 

 

持ち物など詳細については、当園ホームページにて 

ご確認ください 

     

★身長と体重は、毎回自由に計測できます 

 

   

活 動 内 容 活動場所 

５

月 
18 水 

はじめまして！保育園で遊ぼう 
菜園でさつまいもの苗を植えるよ 

たんぽぽ

園庭 

菜園 

６

月 

１ 水 園庭遊び 園庭 

15 水 
育児講座・救命救急のこと、 

看護師さんに聞いてみよう 
たんぽぽ 

７

月 

６ 水 七夕笹飾りを作ろう たんぽぽ 

20 水 園庭遊び 園庭 

９

月 

14 水 
育児講座・離乳食のこと 

栄養士さんに聞いてみよう 
たんぽぽ 

28 水 園庭遊び 園庭 



 

地域で子育てを頑張っているお母さん同士、子どもと一緒に、ちょっと集まって 

子育ての悩みを相談し合ったり、「子育てって大変だけどやっぱり良いよね」と

共感し合ったり出来る場所があったら…。 

 そんな思いに応え、しおあなの森保育園では、子育てサークルに、たんぽぽの

部屋を貸出しています。たんぽぽの部屋に置いているおもちゃや絵本等を、自由

にお使い頂けるので、おもちゃを持参したり、会場設営をしたりする手間がなく

すぐにサークル活動が始められますよ。 

 

 

 

 

《貸出までの流れと注意事項》 

  

 ＊サークルの規模は２世帯から１０世帯までです。 

 ＊代表者とサークル名を決めてください。 

 

      ＊子育て支援担当者と日程の調整をして下さい。 

      ＊保育園行事や園庭開放日などで利用できない日があります。 

           

 

      ＊サークル代表者は「保育施設使用許可申請書」を事務所に提出 

        してください。 （一月分をまとめて申請できます。） 

 ＊保育園行事や園庭開放などのため利用できない日もあります。 

      ＊右は使用許可申請書の見本です。 

      ＊使用許可申請書は利用日の２週間前までに提出ください。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１・サークルの結成 

２・ 申請書の程整用許可申

請書の提２．出 

３・使用許可書を受け取る 

４・利用開始 

 

 

 

 

保育施設使用許可申請書(　)月分

令和　　年　　月　　日　

　　社会福祉法人　堺中央共生会

　　　　　しおあなの森保育園 園長 殿

次のとおり使用を申し込みます

午前-午後(　　 ～　 　)(　 )日-( 　)日-(　 )日-(　 )日

午前-午後(　　 ～　 　)(　 )日-( 　)日-(　 )日-(　 )日

午前-午後(　　 ～　 　)(　 )日-( 　)日-(　 )日-(　 )日

予定人員 　　人

連絡先

　＊この申請書は、使用日の２週間前までにご提出ください

　〇次の行事は理由の如何に関わらず使用できません

　　１.選挙・政治・政党等活動に関する一切の行事　　

　　２.営利を目的とする行事

　　３.公の秩序または善良な風俗を害するおそれがある行事

　　４保育園の行事と重なり、使用が困難と判断した時

使用目的

その他(使用器具等)

使用日時

使用場所

使用責任者


